
野洲市見守りネットワーク“気づき”FAX連絡票 

◎ 気づいた点 ※該当項目にチェック ◎ 
 

□ 訪問したが応答が無い。（家の電気が点いたまま、ドアが開いているなど） 
□ 郵便受けに新聞や郵便物がたまっている。 
□ お金の勘定が出来ない、同じものを頻繁に購入している。 
□ 老人会や地域の集まり、行事にいつも参加していたのに、急に来なくなった。 
□ ゴミをうまく分別できなくなった、またゴミをため込むようになった。 
□ 見慣れない人が家に出入りするようになった。 

□ 金融機関、コンビニ等で不自然にお金を下ろそうとしたり振り込もうとする。 
□ 宅配便を届けたときに、頼んだ覚えがない商品だと不審がる。 
□ 家賃や自治会費等の支払ができず、生活に困っているようだ。 
□ 頻繁に罵声が聞こえたり、物を投げる音がする。 
□ 衣類や身体が不潔、または服装が不自然なまま外出している。 
□ 常に泣き声が聞こえる。 

□ 不自然なあざややけどがある。 
□ 無表情や大人を見るとおびえる様子が見受けられる。 
□ 早朝、夜間に子どもが一人で歩いている。 
□ その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。（下記に記載） 

野洲市市民生活相談課あて Fax 077-586-3677 

送信日時     年   月   日（  ）    ： 

協力事業者名 
協力団体名 

連絡先（電話）          －       － 

記入者名 

情報提供にかかる
本人同意 

有 ・ 無 （備考：              ） 

※市民生活相談課記入欄（以下は記載不要です。） 

当事者名 生年月日 

住所 
野洲市 

電話番号 

～ながれ～ 

①気づきを発見 

②相談課へ電話 

③FAX送信 

④相談課から連絡 



協力事業者・協力団体 

野洲市見守りネットワーク対応フロー図 

市民生活相談課へ
連絡（電話+Fax） 

対象者 
（要配慮市民等） 

高齢者・障がい者・ひとり親 
生活困窮者等気になる市民 

・家庭訪問の際 
・来店時 など 

緊急事態！ 
生命の危機 

緊急通報 

・倒れている 
・意識もうろう 
 などの体調不良 

救急：119番 警察：110番 

・本人や発見者に
危害が及ぶ恐れ
がある 

市民生活相談課が
関係機関へ連絡 
状況確認等 

市民生活相談課 
関係機関による 
対応など 

個
人
情
報
に
配
慮
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

※緊急事態の場合は、救急や警察へ 
 速やかに連絡してください！ 


